
月次レポート（販売用資料） 作成基準日　：　2025年10月31日

ＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）

追加型投信／内外／資産複合

※7ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。
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純資産総額（百万円）

純資産総額

基準価額（税引前分配金再投資）

基準価額（円）

（設定日）

基準価額（税引前分配金再投資）・純資産総額の推移 基準価額および純資産総額

１ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 １年 ３年 設定来

ファンド 2.94% 4.59% 8.99% 4.31% 11.26% 11.29%

※上記分配金は過去の実績であり将来の分配金の支払い

およびその金額について保証するものではありません。

※分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定しま

す。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではあ

りません。分配金が支払われない場合もあります。

基準価額の騰落率

過去５期の分配金実績

（税引前・１万口当たり）

基 準 価 額 11,129 円

純資産総額 149 百万円

※基準価額（１万口当たり）は信託報酬控除後のものです。信託報酬については「ファンドの費用」をご

覧ください。

※グラフの基準価額（税引前分配金再投資）は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算していま

すので、実際の基準価額とは異なります。

※上記グラフは過去の実績であり将来の運用成果をお約束するものではありません。

※騰落率は、税引前の分配金を再投資したものとみなして計算

しており実際の投資家利回りとは異なります。

※設定来の騰落率は、当初設定価額（10,000円）を起点として

算出しています。

※騰落率は、過去の実績であり、将来の運用成果をお約束する

ものではありません。

資産別構成比率

10%

34%

14%

39%

1% 2%
国内株式

国内債券（注1）

外国株式

外国債券

オルタナティブ

現金等

地域別構成比率

46%

32%

16%

4% 2%日本

北米（注1）

欧州

アジア・パシフィック

（除日本）

その他新興国等

（注1）資産別構成比率において、国内債券は、外国債券の一部もしくは全部に対して対円為替ヘッジを行うことにより、国内債券に代替しているものも含みま

す。地域別構成比率では、対円為替ヘッジにかかわらず、外国債券の地域で分類しています。

※基準価額は１万口当たり、信託報酬控除後のもので

す。

第3期 2021年7月 0円

第4期 2022年7月 0円

第5期 2023年7月 0円

第6期 2024年7月 0円

第7期 2025年7月 0円

設定来累計 0円

※資産別構成比率は、純資産総額に対する割合です。地域別構成比率は、組入有価証券の評価額に対する割合です。資産の状況等によっては合計が100％となら

ない場合があります。

※資産、地域については、組入れているＥＴＦの個別保有銘柄を、ＦＡＣＴＳＥＴのデータをもとに、当社の判断に基づき分類しています。
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月次レポート（販売用資料） 作成基準日　：　2025年10月31日

ＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）

追加型投信／内外／資産複合

※7ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

保有している国内外の株式ETFなどの価格上昇や為替市場の円安がポジティブに寄与した結果、当ファンドの運用資産の価値は

上昇しました。

厳しさを増す地政学リスク、グローバルな景気とインフレ動向などが要点となる中、金融・財政政策、政治情勢などが経済・市

場にどのような影響を与えるかが肝心となります。投資家のリスク選好・回避志向や金融資産のボラティリティ・相関関係にも

留意することが必要です。当ファンドの運用においては、引き続き中長期的な視点から、独自に開発したモデルに基づき最適な

資産配分を構築していきます。投資対象のETFについては、国際分散投資やコストの抑制などを念頭に銘柄・取引手法を選定し

ます。徹底したリスク管理を行い、安定的なパフォーマンスの向上に努める方針です。

為 替 の 動 向

高市内閣発足による財政拡張懸念と日銀による政策金利の据え置き観測などから一進一退の推移となり

ましたが、月間では国内金利は下落（価格は上昇）しました。

米国債券について、FRB（米国連邦準備制度理事会）の利下げ期待の高まりなどから、金利は下落（価

格は上昇）しました。

不動産市場を表すグローバルリート指数は下落しました。商品市場の中で金価格は上昇しました。

高市内閣発足による財政拡張懸念と日銀による政策金利の据え置き観測などを背景に、円安・米ドル高

となりました。

国 内 債 券 の 動 向

外 国 債 券 の 動 向

オ ル タ ナ テ ィ ブ

の 動 向

外 国 株 式 の 動 向
FRBの利下げ期待の高まりや、月前半に懸念された米中貿易摩擦の後退などが好感され、米国株式を中

心に株価は上昇しました。

国 内 株 式 の 動 向
高市内閣発足による政局不透明感の後退や円安進行などから、TOPIX、日経平均株価は史上最高値を更

新しました。

ポートフォリオの状況

ファンドマネージャーのコメント

銘柄名 資産 経費率（年率） 構成比

1 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 債券 0.07% 31.1%

2 Vanguard Total Bond Market ETF 債券 0.03% 21.7%

3 Vanguard Total International Bond ETF 債券 0.07% 20.6%

4 Vanguard Total Stock Market ETF 株式 0.03% 9.3%

5 iシェアーズ・コア　TOPIX ETF 株式 0.05% 6.2%

6 Vanguard FTSE Developed Markets ETF 株式 0.03% 4.0%

7 NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 株式 0.05% 2.2%

8 iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest オルタナティブ 0.09% 1.1%

9 iシェアーズ・コア　日本国債ETF 債券 0.06% 0.9%

10 上場インデックスファンドＴＯＰＩＸ 株式 0.05% 0.8%

当月の市場動向

当月の運用状況

市場見通しと今後の運用方針

※上記の見解はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。また、将来の運用成果等をお約束するものではありません。

組 入 銘 柄 総 数 11

加重平均経費率 0.05%

組入上位１０銘柄

※上記構成比率は、純資産総額に対する割合です。為替ヘッジは考慮していません。

※経費率とは、ETFの内部で徴収される運用管理費等の経費を各ETFの純資産総額で除したものです。投資家

はETFの保有期間に応じて間接的に負担することになります。なお、経費率はETF毎に異なります。

※国内のＥＴＦについては、経費率ではなく、信託報酬率を記載しています。
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ＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）

追加型投信／内外／資産複合

■ファンドの目的

当ファンドは、中長期的な信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行います。

■ ファンドの特色

■ ファンドの仕組み

ファンド・オブ・ファンズ方式により運用を行います。

■ 分配方針

※7ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

ファンドの目的・特色 ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券（ＥＴＦ）（※）を主要投資対象とします。
※わが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券または投資証券を意味します。また、ＥＴＦとは、
「Exchange Traded Fund」の略称で、主に国内外の株式・債券・オルタナティブ（リート / コモディティ）等に関する特定の
インデックス等に連動することを目指して運用が行われています。
・上場投資信託証券への投資を通じて、国内外の株式、債券、オルタナティブ（リート/コモディティ）等へ実質的に分散投資を
行います。
・リターンの獲得を目指しつつリスクを抑制することを最優先した保守的な運用を行います。
上場投資信託証券は、原則として、市場環境および収益性等を勘案して分散投資を行います。
・上場投資信託証券の合計組入比率は、高位に保つことを原則とします。
・上場投資信託証券の資産別の組入比率については、市場環境および収益性等を勘案して決定します。
・投資対象の投資信託証券については、市場の流動性や運用管理に係る経費ならびに投資信託証券の発行体の信用リスク等を勘
案して、組入れる銘柄を選定します。
組入れている外貨建資産については、対円の為替ヘッジを行うことがあります。
・外貨建債券の指数に連動している投資信託証券の一部もしくは全部について、対円の為替ヘッジを行うことで、実質的に国内
債券に連動する資産クラスに代替することがあります。
当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社との投資一任契約の締結が必要です。
・当ファンドは、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社が投資一任契約において投資対象とするファンドです。
したがって、当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社と投資一任契約を締結する必要が
あります。

原則として、毎年７月２５日（休業日の場合は翌営業日）の決算時に、収益の分配を行います。
・分配対象額は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額として、委託会社が基
準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
・将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
・分配金額は、分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配
金が支払われない場合もあります。
・当ファンドは、信託財産の成長を優先するため原則として分配を抑制する方針とします。

（ただし、基準価額水準、市況動向等によっては変更する場合があります。）

ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券などに直接投資するのではなく、複数の他の投資信託証券に投資する仕組みです。ファンド・オブ・ ファンズ

とは、一般社団法人投資信託協会が定める規則（「投資信託等の運用に関する規則」第２条）に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。

資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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月次レポート（販売用資料） 作成基準日　：　2025年10月31日

ＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）

追加型投信／内外／資産複合

※7ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

投資リスク ※詳しくは、投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当ファンドの基準価額は、組入有価証券等の値動き、為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入有価

証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、投資信託は預

貯金と異なり、投資元本は保証されるものではなく、下記の変動要因により基準価額が下落して損失を被り、投資元

本を割込むことがあります。運用による損益はすべて投資者の皆さまに帰属します。

■主な基準価額の変動要因

価格変動リスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には株式を投資対象とする場合があります。 株式の価格は、国内及び国
際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すれば、当ファンドの基
準価額の変動要因となります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には不動産投信（リート）を投資対象とする場合があります。不動産投信
（リート）の価格は、当該不動産投信（リート）が組み入れられている不動産等の価値や資料等に加え、様々な市場環境等の影響
を受け変動します。不動産投信（リート）の価格が変動すれば、当ファンドの基準価額の変動要因となります。
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的にはコモディティを投資対象とする場合があります。一般にコモディティ
価格は商品の需給関係の変化、為替、金利の変化など様々な要因で変動します。コモディティの価格が変動すれば、当ファンドの
基準価額の変動要因となります。

金利変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的には債券を投資対象とする場合があります。債券の発行通貨の金利水準が
上昇（低下）した場合には、一般的に債券価格は下落（上昇）し、当ファンドの基準価額の変動要因となります。また、債券の残
存期間や金利等も価格変動に影響を与えます。

為替変動リスク

当ファンドは、組入外貨建資産について、一部もしくは全部の資産に対円で為替ヘッジを行いますが、為替ヘッジを行っていない
資産において、投資している投資信託証券の発行通貨に対して円安になれば当ファンドの基準価額の上昇要因となり、円高になれ
ば当ファンドの基準価額の下落要因になります。また、円の金利が為替ヘッジの対象となる外貨建資産の通貨の金利より低い場合、
円と当該通貨との金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意ください。

信用リスク

当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、実質的に投資している有価証券等の発行体の財務状況または信用状況の悪化、倒
産等の影響により、当ファンドの基準価額は下落し、損失を被ることがあります。

流動性リスク

当ファンドにおいて金融商品取引所上場の投資信託証券を売却または購入する際に、市場規模、取引量、取引規制等により十分な
流動性の下での取引を行えない場合には、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることが
あり、基準価額に影響をおよぼす可能性があります。

カントリーリスク

当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的には新興国の株式および債券を投資対象とする場合があります。新興国の政治や経済
情勢等の変化により金融市場・証券市場が混乱して、投資した資金の回収が困難になることや、投資した投資信託証券の価格が大
きく変動する可能性があります。

基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

収益分配金に関する留意事項

■収益分配は、計算期間中に発生した運用益（経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。））を超えて行われる
場合があります。従って、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
■受益者の個別元本の状況によっては、収益分配金の全額または一部が、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。
個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のことで、受益者毎に異なります。
■収益分配金は純資産総額から支払われます。このため、収益分配金支払い後の純資産総額は減少することとなり、基準価額が下
落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に収益分配金の支払いを行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べ
て下落することになります。

その他の留意事項

■当ファンドの資産規模に対して、大量の購入申込みまたは大量の換金申込みがあった場合、基準価額の変動が市場動向と大きく
異なる可能性があります。
■当ファンドは、投資判断によっては特定の銘柄に集中投資することがあります。そのため、当該銘柄の影響を大きく受ける場合
があります。
■当ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第３７条の６の規定）の適用はありません。
■ 当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場に
おいて市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、
取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付けが
中止となる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
■当ファンドは、預金や保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
加えて、証券会社を通して購入していない場合には、投資者保護基金の対象とはなりません。

4/7



月次レポート（販売用資料） 作成基準日　：　2025年10月31日
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購 入 単 位 販売会社が定める単位

購 入 価 額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額

購 入 代 金 販売会社が指定する期日までに購入代金をお支払いください。

換 金 単 位 販売会社が定める単位

換 金 価 額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額

換 金 代 金 原則として換金申込受付日から起算して６営業日目から販売会社にてお支払いします。

申 込 締 切 時 間

原則として販売会社の毎営業日の午後 ３時半までとします。

なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さ

い。

換 金 制 限 信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金請求に制限を設ける場合があります。

信 託 期 間 無期限です。（設定日２０１８年１２月７日）

決 算 日 原則として毎年７月２５日（休業日の場合は翌営業日）

※7ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

課税関係

課税上の取扱いは、株式投資信託となります。

※公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に「ＮＩＳＡ（少額投資非課税制

度）」の適用対象となります。ファンドは、ＮＩＳＡの「成長投資枠（特定非課税管理勘定）」

の対象です。販売会社により取扱いが異なる場合があります。くわしくは、販売会社にご確認く

ださい。

※配当控除および益金不算入制度の適用はありません。

購入・換金申込受付の

中 止 お よ び 取 消 し

金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があると

きは、購入・換金のお申込みを中止することおよび既に受付けた購入・換金のお申込みの受付を

取消す場合があります。

繰 上 償 還

次のいずれかに該当する場合には、受託会社と合意の上、信託契約を解約し、当該信託を終了す

る場合があります。

①信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合

②受益権口数が１０億口を下回ることとなった場合

③やむを得ない事情が発生した場合

収 益 分 配

毎決算日に、収益分配方針に基づき、分配を行います。

※「分配金受取コース」の場合、決算日から起算して原則として５営業日までにお支払いを開始

します。

※「分配金けいぞく投資コース」の場合、税引後、無手数料で自動的に全額が再投資されます。

お申込みメモ ※お申込みの際は、必ず投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社との投資一任契約の締結が必要です。
当ファンドは、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社が投資一任契約において投資対象とするファンドです。
したがって、当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社と投資一任契約を締結する必要が
あります。
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ＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）

追加型投信／内外／資産複合

※7ページの「本資料についての留意事項」を必ずご確認ください。

ファンドの費用

当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社との投資一任契約の締結が必要です。
当ファンドは、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社が投資一任契約において投資対象とするファンドです。
したがって、当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社と投資一任契約を締結する必要が
あります。
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月次レポート（販売用資料） 作成基準日　：　2025年10月31日

ＭＳＶグローバル資産配分ファンドⅠ（保守型）

追加型投信／内外／資産複合

■委託会社 マネックス・アセットマネジメント株式会社

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 投資信託協会

■受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社

■販売会社 以下の「取扱い販売会社について」をご覧ください。

投資信託説明書（交付目論見書）のご請求は、委託会社または以下の販売会社へお申し出ください。

日本証券

業協会

一般社団

法人日本

投資顧問

業協会

一般社団

法人第二

種金融商

品取引業

協会

一般社団

法人金融

先物取引

業協会

金融商品取引業者 関東財務局長  (金商)   第67号 ○ ○ ○

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第５号 ○ ○

登録金融機関 四国財務局長（登金）第7号 ○

金融商品取引業者 東海財務局長（金商）第10号 ○

スターツ証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第99号 ○ ○

ソニー銀行株式会社 登録金融機関 関東財務局長（登金）第578号 ○ ○ ○

金融商品取引業者 北海道財務局長（金商）第１号 ○

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第165号 ○ ○ ○ ○

※○印は協会への加入を意味します。

※販売会社については、今後変更となる場合があります。

本資料についての留意事項

金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第2882号

岡地証券株式会社

金融商品取引業者等の名称 登録番号等

あかつき証券株式会社

備考

マネックス証券株式会社

北洋証券株式会社

株式会社香川銀行

静銀ティーエム証券株式会社

ファンドの関係法人

委託会社の照会先

【電話番号】 ０３－６４４１－３９６４（受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで）

【ホームページ】

取扱い販売会社について

○本資料はマネックス・アセットマネジメント株式会社が作成した販売用資料です。投資信託の取得（投資一任契約の締結）にあたって
は、投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
○投資信託は、株式や債券等の値動きのある有価証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資をしますので、市場環境、組入有
価証券の発行者に係る信用状況等の変化により基準価額は変動します。このため、購入金額について元本保証及び利回り保証のいずれも
ありません。
○本資料掲題データは、マネックス・アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断したデータにより作成しておりますが、その内
容の完全性、正確性について、当社が保証するものではありません。また掲載データについてはあくまでも過去の実績であり、将来の運
用成果を保証するものではありません。
○当資料における見解はあくまでも作成時点のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
○投資信託は
１．預金・金融債・保険契約ではありません。また、預金保険機構及び保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また証券会社
を通して購入していない場合には投資者保護基金の対象にもなりません。
２．金融機関の預金・金融債あるいは保険契約における保険金額とは異なり、購入金額については元本保証及び利回り保証のいずれもあ
りません。
３．投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合がありますが、これによる損失は購入者が負担することとなります。

当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社との投資一任契約の締結が必要です。
当ファンドは、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社が投資一任契約において投資対象とするファンドです。
したがって、当ファンドの取得には、原則としてマネックス・アセットマネジメント株式会社と投資一任契約を締結する必要が
あります。

https://www.monex-am.co.jp/
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